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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月27日(2012.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通している開口を規定しているハウジングと、
　前記開口を貫通して延び、外面に、前記開口内に位置され、約３１μｍないし約２５０
μｍの深さを有する周縁の凹部を有する少なくとも１つの電流伝導ピンと、
　前記周縁の凹部及び前記開口を十分に充填し、前記ピンと前記ハウジングとの間にシー
ルを与えるために、前記少なくとも１つの電流伝導ピンと前記ハウジングとの両方に融着
されるシーリングガラスと、を具備する電力端子フィードスルー。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの電流伝導ピンは、前記電流伝導ピンの長手方向に沿って離間され
た２つの周縁のノッチを規定している請求項１の電力端子フィードスルー。
【請求項３】
　前記周縁のノッチの間の間隔は、約３ｍｍである請求項２の電力端子フィードスルー。
【請求項４】
　前記周縁のノッチの深さは、約３１μｍないし約１８８μｍの範囲にある請求項２の電
力端子フィードスルー。
【請求項５】
　前記周縁のノッチの深さは、約３１μｍないし約１００μｍの範囲にある請求項２の電
力端子フィードスルー。
【請求項６】
　前記電流伝導ピンの直径に対する前記周縁のノッチの前記深さの比率は、約０．０１３
５ないし約０．０８２６である請求項２の電力端子フィードスルー。
【請求項７】
　前記周縁の凹部は、前記電流伝導ピンの長手方向に沿って約３ｍｍの幅を規定している
請求項１の電力端子フィードスルー。
【請求項８】
　前記周縁の凹部は、前記電流伝導ピンの径方向に沿って約１５０μｍの深さを規定して
いる請求項７の電力端子フィードスルー。
【請求項９】
　前記電流伝導ピンの直径に対する前記周縁の凹部の深さの比率は、約０．００６以下で
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ある請求項８の電力端子フィードスルー。
【請求項１０】
　前記電流伝導ピンは、約３．０ｍｍの幅を有する回転溝の形態の１つの凹部のみを規定
している請求項１の電力端子フィードスルー。
【請求項１１】
　前記電流伝導ピンは、この電流伝導ピンの長手方向に沿って延びたミクロな亀裂を規定
しており、
　前記周縁の凹部は、前記ミクロな亀裂を横切っている請求項１の電力端子フィードスル
ー。
【請求項１２】
　前記シーリング材料は、前記ミクロな亀裂を分断するように、前記周縁の凹部中に形成
された突出部を有する請求項１２の電力端子フィードスルー。
【請求項１３】
　貫通している開口を規定しているハウジングと、
　前記開口を貫通して延び、外面及び２つの周縁のノッチを規定している少なくとも１つ
の電流伝導ピンと、
　前記周縁のノッチ及び前記開口を十分に充填し、前記少なくとも１つの電流伝導ピンと
前記ハウジングとの間にシールを与えるために、前記少なくとも１つの電流伝導ピンと前
記ハウジングとの両方に融着されるシーリングガラスと、を具備し、
　前記少なくとも１つの電流伝導ピンには、
　ミクロな亀裂が、前記ピンの前記外面に形成され、前記ピンの長軸線に沿った方向に延
びており、前記周縁のノッチは、前記開口内に位置され、約３１μｍないし約１００μｍ
の深さを有しており、前記周縁のノッチは、前記ピンの前記長軸線に沿って約３ｍｍの間
隔で離間されている、電力端子フィードスルー。
【請求項１４】
　貫通している開口を規定しているハウジングと、
　前記開口を貫通して延び、外面及び周縁の凹部を規定している少なくとも１つの電流伝
導ピンと、
　前記周縁の凹部と前記開口とを十分に充填し、前記少なくとも１つの電流伝導ピンと前
記ハウジングとの間にシールを与えるために、前記少なくとも１つの電流伝導ピンと前記
ハウジングとの両方に融着されるシーリングガラスと、を具備し、
　前記少なくとも１つの電流伝導ピンには、
　前記ピンの前記外面に形成され、前記ピンの長軸線に沿った方向に延びたミクロな亀裂
があり、前記周縁の凹部は、前記開口内に位置され、前記ミクロな亀裂を横切っており、
前記周縁の凹部は、約１５０μｍ以下の深さと、前記電流伝導ピンの前記長軸線に沿った
方向に測定されるような約３ｍｍの幅と、を有する、電力端子フィードスルー。
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